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令和５年度大学入学者選抜における追試験等受験者の定員管理に係る国立大 

学法人運営費交付金及び私立大学等経常費補助金の取扱いについて（通知） 

 

 令和５年度大学入学者選抜においては、新型コロナウイルス感染症への対応として令和３

年度大学入学者選抜及び令和４年度大学入学者選抜と同様に、文部科学省は各大学に対して

「令和５年度大学入学者選抜実施要項」（令和４年６月３日４文科高第３０２号高等教育局

長通知）により、個別学力検査での受験機会の確保として、追試験の設定や追加の受験料を

徴収せずに、別日程への受験の振替（以下「追試験等」という。）を要請しているところで

す。 

 このことを踏まえ、各大学における追試験等の設定が促進され、受験生の受験機会の確保

が図られるよう、令和５年度の国立大学法人運営費交付金及び私立大学等経常費補助金につ

いて、例外的な取扱いを行うこととします。 

具体的には、令和３年度の定員管理の取扱いについて、国立大学に対しては「新型コロナ

ウイルス感染症の影響を踏まえた令和３年度の国立大学の学部における定員超過に係る国立

大学法人運営費交付金の取扱いについて」（令和２年８月１８日２文科高第４４２号高等教

育局長通知）において、私立大学に対しては「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

令和３年度の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱いについて」（令和２年８月１

８日２文科高第４４３号私学部長通知）において通知していましたが、このうち入学定員の

取扱いについては、令和５年度も同様の取扱いとすることとします。これに加え、複数年度

にわたる入学定員への例外的な取扱いが収容定員管理やこれに伴う基盤的経費の算定にも大

きく影響することがないよう、下記のとおり、収容定員管理に係る取扱いに対しても、例外

的な取扱いを行うこととします。 

 なお、今回の取扱いは、受験生の受験機会の確保の観点から、例外的に実施するものであ

り、各大学において適正な定員管理を行うことにより、教育条件を維持・向上させることの

重要性は変わるものではないこと、また、人材の需給状況等を踏まえた定員抑制が行われて

いる分野も存在することなども踏まえ、各大学においては、定員管理の適正化の観点を十分

に踏まえた入学者選抜を行うことが重要である点に留意願います。 

殿 



記 

 

●新たに実施する例外的な取扱い 

 国立大学法人運営費交付金 

➢ 追試験等に合格し入学した者については、収容定員（２年次以降）に対する在学者数の

定員超過率の算定に含めないこととする。 

※本取扱いを適用する場合には、別途、令和５年度の収容定員数の調査時に上記の追試験等に合格し      

入学した者であることを確認する。 

 

私立大学等経常費補助金 

➢ 追試験等に合格し入学した者については、収容定員超過率が一定割合以上となった場

合に不交付措置となる基準について、算定に含めないこととする。 

   ※収容定員に係る基準のうち、以下の基準に対しては例外的な取扱いは行わない。 

・学部単位で、収容定員充足率の割合に応じて補助金基準額が増減となる基準 

  ・学部単位で、収容定員充足率が 50％以下となった場合に、全額不交付となる基準 

 

以上 

 

 

【参考資料】 

○国立大学あて 

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和３年度の国立大学の学部における定員超過に係る国立 

大学法人運営費交付金の取扱いについて」（令和２年８月１８日２文科高第４４２号高等教育局長通知） 

 

○私立大学あて 

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和３年度の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取

扱いについて」（令和２年８月１８日２文科高第４４３号私学部長通知） 

 

 

 

【本件担当】 

＜定員超過に係る取扱いに関すること＞ 

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課支援第四係 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線３３４４） 

文部科学省高等教育局私学部私学助成課 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線２０２８） 

 

＜入学者選抜に関すること＞ 

文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室入試第一・三係 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線４９０２） 
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